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1.はじめに

1

(1)暴力・ハラスメントの定義とは?
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出所：埼玉県「在宅医療・介護の現場における暴力・ハラスメント対策の実態に関するアンケート」

身体的暴力、精神的暴力、セクハラの３つに分類され、危害を加える要素をもった
行動で、容認できないと判断されるすべての脅威を与える行為をさします。
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介護報酬改定に関する留意事項通知（関係部分抜粋）
① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

② 被害者への配慮のための取組
（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）

③ 被害防止のための取組
（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

を行うことが望ましい（Ｒ３厚労省カスタマーハラスメント対策企業
マニュアル作成事業検討委員会）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
（国）マニュアルと研修の手引きの改訂（令和3年度）

2

(２)令和３年度介護報酬改定（適切なハラスメント対策の実施）
令和3年度介護報酬改定では、全ての介護事業者にハラスメント防止のための必要
な措置の実施が求められ、また、カスタマーハラスメント防止のための必要な措置
の実施が推奨されました。マニュアルと研修の手引きも改定されています。
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(３)ハラスメント対策強化に向けた法（労働施策総合推進法）改正
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令和８年10月１日からは、カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理
上必要な措置を講じることが、事業主の義務となります。

●厚生労働省HP（令和７年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正について）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
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(３)ハラスメント対策強化に向けた法（労働施策総合推進法）改正

4



Hyogo Prefecture

(４)ハラスメントの実態

5出所：令和7年度訪問看護・訪問介護等における利用者等からのハラスメント実態調査
アンケート（兵庫県）を元に作成

◆利用者等からのハラスメント ◆ハラスメントの内容（複数回答）

訪問看護・訪問介護現場において、事業所の職員から利用者やその家族等か
ら「ハラスメント」を受けたと報告されたことは、63.3%が「ある」と回答
しています。
（内容は、「精神的暴力」が多く、次いで、「セクシャルハラスメント」）

ない

63.3%
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36.7%

1.6%

25.5%

55.8%

73.9%

その他

身体的暴力

セクシャルハラスメ

ント

精神的暴力
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(５)ハラスメント対策における課題

6出所：令和7年度訪問看護・訪問介護等における利用者等からのハラスメント実
態調査アンケート（兵庫県）を元に作成

◆「ハラスメント」に関する予防や対策を実施するうえでの課題（複数回答・上位回答）

ハラスメント対策における課題としては、「利用者等のハラスメントに対す
る理解」、「人員不足」、「契約解除の判断」などが挙げられています。

11.8%

13.5%

15.6%

15.8%

17.7%

23.3%

38.0%

45.9%

46.1%●利用者や家族に「ハラスメント」行為の禁止について
理解をいただくことが難しい

●複数人で訪問したいが、人員がいない

●担当を変えることを検討したいが、人材がいない

●サービス提供の中止、契約を解除していよいか、判
断できない

●警備会社によるセキュリティサービス等を利用をし
たいがコストがかかるため難しい

●職員の「ハラスメント」への意識や感覚の差が大きい

●有効な予防や対策がわからない

●予防や対策を実施できる人材がいない・不足している

●複数人で訪問したいが、利用者や家族の同意が得られ
ない
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２.兵庫県の取組

（１）暴力等対策マニュアル等の作成

（マニュアル、研修用教材、事業所チェックリストなど）

（２）暴力等対策研修会の実施

（３）介護現場におけるハラスメント防止啓発チラシの作成

（４）暴力等対策相談窓口の設置

（５）２人訪問補助・１人訪問補助 7

県では、看護・介護人材確保の重要性が高まるなか、看護・介護サービ
スに従事される方の安全を確保し、安心して働き続けることができる体制
づくりを支援するため、平成29年度から「訪問看護師・訪問介護員等 安
全確保・離職防止対策事業」を開始

「訪問看護師・訪問介護員等 安全確保・離職防止対策事業」

兵庫県では、こうした課題解決に向けて、様々な取り組みを実施しています。
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●暴力等対策マニュアル

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html
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(1) 暴力等対策マニュアル等の作成

「有効な予防や対策がわからない」、
「予防や対策を実施できる人材がいない」、
「職員の『ハラスメント』への意識や感覚
の差が大きい」

⇒ 「暴力等対策マニュアル」を作成
しておりますので、ぜひ、ご一読く
ださい
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●暴力・ハラスメント対策研修用教材

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html 9

(1) 暴力等対策マニュアル等（研修用教材）

⇒ 研修用教材では、事業所の研修に活用でき、事例に基づいて、予防策や対応策を学ぶ

ことができます。

架空の事例です。
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●事業所チェックリスト

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html 10

(1) 暴力等対策マニュアル等（事業所チェックリスト）

⇒ 「事業所チェックリス
ト」では、予防や対応策
を簡単に確認ができます。



Hyogo Prefecture

●事業所における暴力・ハラスメント対策の課題と取り組み

兵庫県看護協会ＨP https://www.hna.or.jp/for_nurses/n_visiting_nursing/against_violence/entry-1526.html 11

(1) 暴力等対策マニュアル等（事業所における暴力・ハラスメント対策
の課題と取り組み）
⇒ 「事業所における暴力・ハラスメント対策の課題と取り組み」では、他事業
所における、暴力・ハラスメント対策の課題と取り組みがご覧いただけます。
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（参考：令和7年度開催の研修会）
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(2)暴力等対策研修会の実施

有効な予防や対策がわからない、予防や対策を実施できる人材がいない
⇒ 研修会（年１～２回程度）では、予防策や対策を学ぶことができます。

●研修会

兵庫県ＨＰ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html
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●介護現場におけるハラスメント防止啓発チラシ

兵庫県ＨＰ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html 13

(３) ハラスメント防止啓発チラシ
利用者や家族に「ハラスメント」行為の禁止について理解をいただくこと
が難しい
⇒ 「ハラスメント防止啓発チラシ」をご活用ください。
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(４)暴力等対策相談窓口の設置

サービス提供の中止、契約を解除していよいか、判断できない
⇒ 相談窓口をご利用ください。（法律相談も可能です。）

●お困り相談ひょうご

兵庫県ＨＰ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html
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【２人訪問補助】
○補助の内容
訪問看護師、訪問介護員が訪問サービスを提供する際に、利

用者や家族などからの暴力行為などで２人以上の訪問が必要な
ケースで、利用者・家族などの同意が得られず、介護報酬上の
２人訪問加算が算定できない場合に加算相当額等の一部を補助

○補助の要件
・兵庫県内の指定訪問看護事業所、指定訪問介護事業所
・介護保険法に基づく指定訪問看護、指定訪問介護のサービス
を提供
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(５) ２人訪問補助・１人訪問補助

「複数人で訪問したいが、人員がいない、利用者や家族の同意が得られ
ない」

⇒ 「２人訪問補助」、「１人訪問補助」もご検討ください。
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○補助対象となる暴力行為の例
じっと見つめる、にらむ、必要以上に接近する、好意や敵意を伝える、戯れか
かる、訪問者等に暴力を振るうまね、その持ち物を壊すまね、正当な理由がな
いのに危険な物品（包丁、バット、可燃物等）を所持すること、盗撮行為、訪
問者を撮影するカメラ等の設置、故意に汚物や、動物の死体など不快な物等を
訪問者に見せつける、又は居宅内外に置く等

迷惑行為

訪問者等への悪口、侮辱暴言
恫喝、威嚇など激しい口調で問い詰める、過度に金銭や謝罪、サービス提供等
を要求するなど社会通念上過大と考えられるクレーム
(※⾧話、認知症等による繰り返しの発言、常識の範囲内での正当な苦情など、
訪問者が職務上受忍すべきと考えられる発言や苦情は補助対象としない。）

過大なクレー
ム

つきまとい、待ち伏せ、事業所等への押しかけ、面会その他義務のないことの
強要、行動を監視している等と話す、頻繁な電話、メール等

ストーカー行
為

抱きつき、ボディタッチ、わいせつ発言、下着姿での応対、ひわいな物を居宅
等に見えるように置く等

セクシャルハ
ラスメント

殴る、殺す等訪問者等の心身等に危害を加えることや、利用者等の反社会勢力
等との 係わり、暴力性、前科等を伝えて訪問者等を脅す発言、その他訪問者
等を威圧し、又は迷惑を及ぼす言動等

脅迫

素手又は物によって殴る、蹴る、物を投げつける等暴力行為
故意に訪問者の持ち物を壊す、汚す等器物破損行為 16
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○補助単価（R8） ※負担割合･･･市町1/3 県1/3 事業者1/3

例
看護師等による複数名訪問 30分未満 1回

1,690円を事業所へ補助(10円未満切り捨ての場合）

（2,540円×2/3（県・市負担分）≒1,690円） 17

補助単価区分

2,540円/回30分未満看護師等による
複数名訪問訪問看護

（介護予防
を含む）

4,020円/回30分以上

2,010円/回30分未満看護師等と看護補助者による
複数名訪問 3,170円/回30分以上

1,630円/回20分未満
訪問介護員による
複数名訪問

訪問介護
（介護予防
を除く）

2,440円/回20～30分未満

3,870円/回30分以上

372円/回20分未満
【新】訪問介護員とケア・ア
シスタント等による複数名訪
問（R8～）

558円/回20～30分未満

1,116円/回30分以上

R8から、介護現場の人材不足に対応するため、補助対象に、ケア・アシスタント・介護助手を
追加しました
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市町の実施状況について
○実施市町【34市町（令和７年度）】
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神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、相生市、豊岡市、

加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、

三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、

宍粟市、たつの市、猪名川町、多可町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、

上郡町、佐用町、香美町

※実施していない市町においても、事業所からの相談があれば、予算化に向けて
検討される場合がありますので、一度、市町へご相談ください。
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よくある質問
Q1．医療保険の訪問看護を利用している方は対象になりますか。
A1．医療保険での利用者は対象となりません。
Q2．市町に事前協議を提出後、内示が出るまでの間の２人訪問は対象となりますか。
A2 ．市町の事前協議の承認が出れば、２人訪問の実施日に遡って対象になります。

※事前協議以前に２人訪問をした場合については、２人訪問が必要と確認できる
記録があれば対象となる場合がありますので、県へご相談ください。

Q3．2人訪問の際、同行する者に要件はありますか。
A3．訪問看護では、看護師等のほか看護補助者が同行した場合も補助対象になります。

訪問介護は、訪問介護員のほかケア・アシスタント、介護助手が同行する場合も
補助の対象（令和８年度～）になります。
なお、いずれの場合も同じ事業所に雇用されていることが必要です。

Q4．２人訪問加算の同意を得る働きかけをすると、相手が激高する恐れがあり、危険
   を伴います。その場合、補助対象にはならないのでしょうか。

A4．市町が２人訪問加算の同意を得る働きかけが困難であると認める場合は、同意
依頼を行ったものとみなせるよう、令和5年度に要件を緩和しましたので、市町
へご相談ください。
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【１人訪問補助】
○補助の内容
２人訪問できる体制確保が困難な事業所において、１人

訪問時の安全対策を行った場合の費用補助

○補助対象経費
セキュリティ機器（位置検索機能・緊急呼び出し機能付

き防犯ブザーや防犯ボタン付き携帯）等の購入費
基本料金、月額料金、ガードマン出動料金、防犯
機器の運用に係るランニングコスト等に係る経費、
消費税は補助対象外

20

(4) ２人訪問補助・１人訪問補助

「担当を変えることを検討したいが、人材がいない」、「警備会社による
セキュリティサービス等を利用をしたいがコストがかかるため難しい」
⇒ 「１人訪問補助」もご検討ください。
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○補助の要件
・兵庫県内の訪問看護事業所、訪問介護事業所、定期巡回事業所、
小規模多機能型居宅介護事業所、看護多機能型居宅介護事業所

・介護保険法に基づく指定訪問看護、指定訪問介護のサービスを提供

○補助単価 21,500円
※負担割合･･･市町1/3 県1/3 事業者1/3

例 機器購入費 15,000円

10,000円を事業所へ補助
（15,000円×2/3（県・市負担分）＝10,000円）

21
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A1.こんな機器が対象となります

・ペンダント型の防犯機器

ペンダントを握ることで防犯ベルを鳴らし、位置情報の共有やSOS発信機能を

搭載

・位置情報が共有できる防犯ブザー

ボタンを押す、本体を振るなどの簡単な動作によりSOS発信、位置情報の共有、

防犯ブザー、録音機能を搭載

・腕時計型の見守り端末

登録先へ位置情報の共有、SOS発信、通話やチャットが可能な端末

※上記はあくまで補助対象機器の一例を紹介しているものであって県がこれらを

推奨しているものではありません。対象となるかわからない機器がありました

ら、お気軽にお問合せください。

※防犯機器の運用に係るランニングコスト等に係る経費は対象外です。 22

よくある質問（１人訪問補助事業）
Q１．どんな機器が対象となりますか。
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市町の実施状況について

23

○実施市町【９市町（令和７年度）】
神戸市、姫路市、明石市、加古川市、宝塚市、三田市、

南あわじ市、猪名川町、佐用町

※実施していない市町においても、事業所からの相談があれば、予算化に向けて
検討される場合がありますので、一度、市町へご相談ください。


